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都道府県職員数の現状及び削減計画とその評価

山口大学経済学部　　吉　村 弘

1．はじめに

　本稿は，都道府県職員数の現状及びその削減計画を明らかにし，その現

状及び削減計画に対する一つの評価方法を提示しようとする試みである。

　現在，行財政改革の一環として公務員数の削減は国・地方のいずれにお

いても大きなテーマとなっている。その方向性に合理性を認めるとしても，

では適正な公務員数とはいかなるものか，と改めて問われると，その答え

は容易ではない。したがって，たとえ具体的な職員数削減計画が提示され

ても，それを評価することは，それ自体問題をはらむ。

　もとより，行財政改革の中での職員数の問題は，単に職員数を削減しさ

えすればいいという問題ではなく，効率的な行財政運営の一環として考え

られなくてはならない。しかしながら，職員数ではなく人件費こそが問題

であるという点や各地域にはそれぞれ地理的歴史的特殊性があるという点

などを別としても，「効率的」という場合に解決されていない問題がある。

効率性は一般にインプットに対するアウトプットの比，あるいは費用に対

する便益の比で表される。公共サービスについて，インプットは人件費や

歳出額で測るとしても，アウトプットを如何に測定するかは難問である。

この問題は，公共サービスに限らず一般的に「サービスの生産性」をめぐ

る問題であり，現状では，サービスの生産性の概念，その尺度・計測方法

について学会の共有財産といえるような一般的な理論や合意があるとは言

い難い。とりわけ公共サービスは，一般に市場で評価されることが少なく，
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それだけ評価が困難である。

　しかしながら，不完全ではあっても評価を試み，試行錯誤を繰り返すこ

と，とりわけ，評価を数値で示すことが重要であると考える。ただし，本

稿での評価は，インプット（この場合は職員数）の都道府県間の相対的な

関係にもとつく評価であり，アウトプット（公共サービス）の種類・質・

量にかかわる問題は扱われていない。

2．都道府県職員数の現状とその評価

2．1　地方公務員数の推移

　「平成9年地方公務員給与の実態」（地方公務員給与制度研究会編）によ

れば，平成9年4月1口現在，地方公共団体の総職員数は326万7118人であ

り，それは全産業就業者数の5．0％を占める。これを団体区分別に見ると，

都道府県約171．4万人（全体の52．4％），指定都市約25．0万人（同7．7％），

市約72．8万人（同22．3％），町村約37．3万人（同11．4％），特別区約7．9万人

（同2．4％）である。その推移は図1に示すように，昭和43年（1968）を100

とするときの平成9年の値は，全地方公共団体では145．6，市区町村では

152．7であり，全体として上昇傾向にあるが，都道府県職員は平成9年に

115．0であり，昭和50年頃以降は大きな変化は見られない。また，職員区分

別に見ると，一般職員（臨時職員を含む）約207．9万人（全体の63．6％），

教育公務員約95．9万人（同29．4％），警察官約22．9万人（同7．0％）である。

　地方公務員のうち行政改革において職員数削減のメルクマールと考えら

れているのは普通会計一般行政職員である。都道府県の普通会計一般行政

職員数は平成9年には約32万人であるが，その都道府県の全職員（普通会

計及び公営企業会計を含む）に占める割合は18．5％程度である。その長期

的な推移は図2の通りであり，昭和50年頃までは増加傾向が見られたが，

その後は概ね漸減傾向にある。
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地方公務一般職員数の推移（1968年＝100）

（一般職員は教育公務員と警察官を除く地方公務員で，臨時職員を

含む。また，普通会計分及び公営企業会計分の合計である。）

全地方公共団体＝都道府県＋市区町村＋一部事務組合

市区町村

都道府県の普通会計一般行政職員数（一般職員）の推移

1992年までは「データブック日本の行政’96－97」、1993年は自治省給

与課調査係のデータ、1994年以降は「地方公務員給与の実態」による。
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2．2　人口規模と人口当たり職員数

　以下では，「都道府県の普通会計一般行政職員（全職員）」について分析

し，とくに断らない限り，職員数はこれを意味する。資料は「平成9年地

方公務員給与の実態」（地方公務員給与制度研究会編）54頁の第1表職員数

による。

　職員数はその地域の種々の要因に依存するが，その最も大きな要因は人

口数であろう。人口数が大きければ一般に職員数も多い。例外的な北海道

と東京都を除くとき，45府県の人口と職員数には高い相関が認められ，自

山度調整済決定係数は0．9058である。しかしながら，職員数そのものより

も人口当たり職員数の方が人口との相関がさらに高い。先の場合と同様に

例外的な北海道と東京都を除くと，人口と人口当たり職員数の間の自由度

調整済決定係数は0．9215となる。したがって以下では，職員数そのものよ

りも人口当たり職員数に注目する。

　人口1万人当たり職員数は，表1のように，最高の高知県の56．0から最

低の埼玉県の13．1まで多様である。しかし，北海道と東京都を例外とすれ

ば，図3のように，人口規模と極めて密接な関係が認められる。その回帰

式は，両変数の対数値をとるとき，次式のように表される。

Y＝6．1958－0．5377X　……（1）

　　（49．7）　　（－22．7）

　　N＝45，　R2＝O．9215，　F＝517．3

ただし，Y＝ln（M／P），　X＝ln（P），　M：職員数（人）

P：人口（万人），N：サンプル数，　R2：自由度調整済決定係数

F：分散比，（）：t値，1n：自然対数

ここで，F分布表よりF値を求めると，

　F（1，43，0．Ol）＝7．264
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表1 都道府県の職員数，標準職員数及び職員数の標準職員数からの乖離率
（職員数は普通会計関係の一般行政関係職員数（全職員）「平成9年地方公

　務員給与の実態」第1表より）
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であるから，この回帰式は有意水準0．01で十分有意である。また，t分布

表よりt値をもとめると，

　　t　（43，　0．01／2）＝2．695

であるから，定数項及び係数は有意水準0．01で十分有意である。

　…一般に，人口規模が大きいほど人口当たり職員数は小さく，人口当たり

職員数の人口に対する弾力性は一〇．5377であることが分かる。

2．3　人口及び面積と人口当たり職員数

　人口に加えて面積もその地域の職員数に影響を与えると考えられる。そ

こで，人口と面積を説明変数として人口当たり職員数との関係を求めると，

次式のようである。ただし，係数を比較可能とするために，基準化したデ

ー タを用いた。

Y＝－O．9585X，十〇．1152X，　・・…・（II）

　　（－24．6）　　　　　（3．0）

　　N＝45，　R2＝O．9365，　F＝309．8

ただし，X、＝lh（P），　X2＝1n（Z），　Z　面積（km2）

その他は（1）に同じ。

　人口の方が面積よりも9倍も大きな効果をもっていることが分かる。ま

た，面積を変数として加えることによって説明力がわずかに向上している。

実際，2つの独立変数の直接効果と間接効果を求めてみると，表2のよう

に，間接効果合計は0．0045で値は小さいがプラスであり，面積を変数に加

えることによって相関を高める結果になっている。人口の直接効果は

0．9187，面積の直接効果は0．0133であり，人口の効果が圧倒的に大きい。

人口が面積を通して与える間接効果及び面積が人口を通して与える間接効

果はともに0．0023でわずかにプラスである。直接効果合計は全効果の99．5



都道府県職員数の現状及び削減計画とその評価 （303）－303一

表2　人口と面積の直接効果と間接効果

人　口 面　積 合　計

直接効果

間接効果

0．9187

0．0023

0．0133

0．0023

0．9320

0．0045

合　計 0．9210 0．0155 0．9365

％を占めるが，これは独立変数相互間の相関が低いためである。実際，北

海道と東京都を除く45府県について，人口の対数値と面積の対数値につい

てそれぞれ基準化して相関係数を求めると一〇．0205である。

　なお，この回帰式も，定数項及び係数も，有意水準0．01で有意である。

2．4　標準職員数

　以上のように，人口1万人当たり職員数は，人口規模を説明変数とする

とき，あるいは人口規模及び面積を説明変数とするとき，十分有意に説明

されることが分かった。この関係を援用すれば「標準職員数」を求めるこ

とが出来る。

　「標準職員数」は人口規模，あるいは人口規模と面積，に対応して回帰

式から求められる職員数である。例えば，青森県の標準職員数は，その人

口151万人の対数値を，回帰式（1）のXに代入して人口当たり職員数の対

数値Yを求め，これより標準職員数4，989人を求める。回帰式IIについても

同様である。

　人口のみを説明変数とする回帰式（1）より求められる標準職員数を「標

準職員数1」とし，人口及び面積を説明変数とする回帰式（II）より求め

られる標準職員数を「標準職員数II」とする。このようにして求めた各県

の標準職員数は表1に示されている。



一
304－（304） 第47巻第1号

2．5　職員数の標準職員数からの乖離率と職員数の評価

　北海道と東京都は例外として除くと，表1のように，標準職員数1では，

愛知県のように，（現実の）職員数が標準職員数1を1，664人も上回るケー

スもあり，逆に埼玉県のように，1，123人も下回るケースもある。また，標

準職員数IIでは，鹿児島県のように，（現実の）職員数が標準職員数IIを

1，108人も上回ることもあれば，京都府のように，1，010人も下回ることも

ある。

　この乖離を標準職員数に対する割合として表したのが「乖離率」である。

北海道と東京都を例外として除くとき，乖離率1について，最小は奈良県

の一21．6％，最大は鹿児島県の24．5％である。奈良県は，その人口規模か

らみるとき，職員数は（標準職員数の）2割強少なく，逆に鹿児島県は24．5

％多すぎる。マイナスの県は人口規模に比して職員数が少なく，プラスの

県は多すぎる。

　この乖離に，人口だけでなく面積の要因を導入すると，面積の係数はプ

ラスであるので面積が大きければそれだけ標準職員数が多くなり，したが

って，面積の大きい県は乖離率が一般に小さくなる。例えば，岩手，福島，

長野など面積の大きい県は，それぞれ乖離率が8．2％（36位）から一〇．3％（23

位）へ，11．5％（39位）から3．5％（31位）へ，8．7％（38位）からLl％（27位）

へ低下（順位が向上）する。逆に面積の小さな県は乖離率が大きくなる。

例えば，香川県は一15．0（4位）％から一6．6％（11位）へ，大阪府は3．5％

（30位）から13．3％（43位）へ，沖縄県は4．2％（33位）から12．7％（41位）

へ，拡大（順位が後退）している。

　このように，（現実の）職員数の標準職員数からの乖離率によって，（現

実の）職員数を，人口規模の観点から，あるいは人口規模と面積の観点か

ら，都道府県間の相対的な関係として評価することが出来る。北海道と東

京都を例外として除いて，人口規模の観点からみると，奈良県，滋賀県，

京都府，香川県，群馬県の評価が高く，逆に，鹿児島県，高知県，新潟県，
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青森県，愛知県の評価が低い。また，人口規模と面積の両面からみると，

奈良県，京都府，滋賀県，岐阜県，群馬県の評価が高く，逆に，高知県，

鹿児島県，愛知県，大阪府，青森県の評価が低い。

3．職員数の削減計画

　インターネットの自治省ホームページ（http：／／www．mha．go．jp／iken／

index．htm1「地方行革の具体的な取り組み例」）によれば，現在，行政改革

において，職員数の削減計画を数字で明示している都道府県は表3におい

て数値の記入されている24都道府県である。（山口県については，同ホーム

ページに数字で明示されていないが，この度，削減計画が公表されたので，

それを用いた。）ただし，表2では計画削減率を年率に換算してある。ここ

で，このホームページの情報では計画期間が必ずしも同一でないので，次

のような問題が生じる。例えば，平成11年度に1％削減するというA県の

計画と，平成11年度から15年度までの5年間に3％削減するというB県の

計画があるとすると，年率に換算すればB県の削減率の方が低くなるが，

しかし，A県が平成11年度だけ削減して12年度から15年度まで削減しない

というのであれば，5年間通じてみるとB県の方が削減率は高くなる。こ

のような問題は承知の上で，本稿では，すべて年率に換算してある。

4．職員数削減計画の評価

4．1　計画削減率と標準職員数からの乖離率

　削減計画が数値で示されている24県について，単純に削減率の大きい順

に順位づけると，表3のように，上位は鹿児島県が1．8％で1位，長崎県・

福岡県・島根県・長野県が1．7％で同率2位，逆に下位は，滋賀県が0．3％

で24位，千葉県が0．5％で23位，大分県・山口県・広島県・埼玉県が0．6％
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表3　都道府県職員数の計画削減率，標準削減率，及び計画削減率の標準削減率

　　　からの乖離
（イ） （ロ） （ハ） （イ）一（ロ） （イ）一（ハ）

職員数の 標準削減率1 標準削減率n 削減率の乖離1 削減率の乖離H
計画削減率 （人ロベース） （人口・面積ベース） （人口べ一ス） （人口・面積ベース）

　　　1■餉■一一一口
（％／年X順位 　　　　r零一一一一喩

（％／年）1順位
　　　　．．一一一一一一
（％／年）1順位

　　　　●一囎蝉曹噛■
（％／年）1順位 　　　　5－一一一一一．

（％／年）1順位

1北海道
2青森県
3岩手県

3．301　　2
1・おi61．221　12

2．231　　2
132i　71．021　26

4宮城県
5秋田県

i11　10 　　塵
0．871　38
121i　13

0緬i40
1D6i　21

　　…－0．211　15 　　i－0061　12

6山形県
1110 　　11．231　11 1．12i　17

一
α23i　16

一
α12i　14

7福島県
8茨城県

1ilo
1110

1．30i　g　　lO．951　29 1・11i　180，951　　　30

一

α30i　190，051　　　　11

一
α11i130，051　　　　10

9栃木県
10群馬県

093i　310731　43 α93i　350，75；　43

11埼玉県 0．6i　19 075i　42 OB5　i　41 一〇151　14 一〇．25i　15

12千葉県
13東京都
14神奈川県
15新潟県

0βi23
　i1．31　8　…

101i　245．721　　11田i231．51i　5 104i　235．801　　1123111130i　9

一α51i22
　　…0．231　8

　　…

　　■
－0．541　23
　　…0．07；　9　　i

16富山県
17石川県
18福井県
19山梨県
20長野県

　…　21ho

　…1．71　2

1．ogi　20
α86i　390，931　　　　32σ92i　341．24；　10

115115　　10．941　33

1の1i　270．991　28　　11．061　22

　　i　　…0．071　10

　　iO．461　5

　　i　　旨一〇Dli11

　　…0．641　1

21岐阜県
22静岡県

　…141　7
0．82i　41　　闘0．85；　40 0．75i　44　　10821　42

　　…0551　3 　　…0．581　3

23愛知県
24三重県
25滋賀県

08117
07i　18
03124

1紹i70．961　280佃i46 141i　50．971　29　　10．68i　45

一

〇船i24－0．261　17－0．28i　18 《田1i24－0．271　17　　■－0，38i　21

26京都府
27大阪府
28兵庫県
29奈良県

α60；45tlli　181111　　　　17　　1α501　47

0．68i　46

1．32i　6
1£Bi　250．631　47

　　旨一α11i　12

　　…　　5

　　i－032；　19

　　…　　1

30和歌山県 　　10．991　25 　　11．04；　24
：

…

31鳥取県
32島根県
33岡山県

　：1．71　2

13i　8

1．101　19
126i　80．96；　27

1．1gi　13
130iloO931　34

　　…0341　6　　10．34；　7 　　…α401　6　　10．371　7

34広島県
06i　19　瞠

α91i　36 α86i　39
一α31i20 一

〇26i　16　　1

35山口県 0．61　19 095i　30 0．95i　31 一〇，351　21 一〇35i　20
36徳島県

i
1．ogi　21 1．15114

…

1

37香川県
38愛媛県

　1
1βi6

α66i　440891　　　　37 α8gi　380921　　　36 　　…061；　2
　　…0．58i　2

39高知県
40福岡県

　…17｛　2 156i　4tl91　14 1．47i　3　　lt201　12 　　…0．5U　　4 　　…0．501　5

41佐賀県 2 0，91i　35 1、091　20 2

42長崎県 17i　2 　　■
1．081　22

　　■
t151　16 　　10．621　　1 　　10，551　4

43熊本県
44大分県
45宮崎県

　iO，61　19　i α93i　33U21　160．ggi　26 αgoi　371．101　190．94i　32 　　i－0．521　23　　i 　　i－0，50；　22　　…

46鹿児島県 1，8i　1 1β213 1菊i4 018i　9 α34i　8
47沖縄県 1ilo 　　11」31　15

1．311　　8　　■ 　　臨一〇．著3113
一

〇．31118　　■

（注）標準削減率の推計については本文を参照されたい。

空白は削減計画が数字で示されていないことを示す。
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で同率19位である。

　しかし，単純に削減率の大小だけで削減計画を評価するのは問題がある。

前節の，職員数の現状に対する評価をあわせ考慮すると，現状ですでに職

員数が相対的に少ない県と多い県では今後の削減計画に相違があって当然

である。例えば，滋賀県のように，職員数の現状が乖離率1では2位，乖

離率IIでは4位というように評価の高い県と，逆に，鹿児島県のように，

乖離率1でもIIでも45位というように，職員数の現状に対する評価の低い

県とでは，今後の削減に対する取り組みに差があってしかるべきだという

論法も成り立つ。すでに今まで削減あるいは抑制に努めてきた県と，放漫

であった県を同列に扱って，今回の削減率の大小だけで判断するのは問題

が多すぎるという訳である。

4．2　標準削減率

　そこで「標準削減率」なる概念を考える。そのために，表1の職員数の

標準職員数からの乖離率と，表2の計画削減率との関係を求める。人口を

べ一スとするときの乖離率1については図4に示す。その回帰式は次の通

りである。

Y＝1．0249－O．0241X　……（＊1）

　　（12．49）　　　（2．78）

　　N＝24，　R2＝O．2257，

ただし，Y：計画削減率（％）

F＝7．70

X：職員数の乖離率1（％）

　また，人口と面積の両者をべ一スとする場合の散布図は図5に示され，

その回帰式は次の通りである。
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図4　職員数の標準職員数からの乖離率1
　　　と計画削減率　　　　（人口べ一ス）

　20
Rl：1

馨ll

驕1，・

肇゜8

11　9il

）
1：1

　　－20　　　　　　－10　　　　　　　0　　　　　　　　10　　　　　　　20　　　　　　　30

　　　　職員数の標準職員数からの乖離率1（％）

図5　職員数の標準職員数からの乖離率II

　　　と計画削減率（人ロ・面積ベース）
li9

賢　｛6

警　i．4

計1．2
謡1．・

肇　9・8

（0．6

％0．4

）
　O．2

　0．0

　　－20　　　　－10　　　　0　　　　　10　　　　20　　　　30

　　　　職員数の標準職員数からの乖離率II（％）

Y＝1．0311－O．0218X　……（＊II）

　　（12．06）　　　（2．31）

　　N＝24，　R2＝0．1592，

ただし，Y：計画削減率（％）

　F＝5．36

，X：職員数の乖離率II（％）

ここで，F（1，22，0．01）＝7．945
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　　　　　F（1，22，0．025）＝5．717

　　　　　F（1，22，0．05）＝4．301

であるから，人口をべ一スとする回帰式（＊1）は有意水準0．025で有意，

また，人口と面積をべ一スとする回帰式（＊II）は有意水準0．05で有意で

ある。

　さらに，　t　（22，0．01／2）＝2．819

　　　　　t　　（22，　0．02／2）＝2．508

　　　　　t　　（22，　0．05／2）＝2．074

であるから，定数項は（＊1）（＊II）ともに有意水準0．01で有意であり，

また，（＊1）の係数は有意水準0．02で有意，（＊II）の係数は有意水準0．05

で有意であることが分かる。

　さて，この回帰式において，職員数の標準職員数からの乖離率（X）に

対応する計画削減率（Y）を，その乖離率に対応する「標準削減率」とい

う。したがって，標準削減率は，職員数の現状に対する評価（人口規模に

対応する評価である乖離率1，あるいは人口規模と面積の両者に対応する

評価である乖離率IIによって表される）に対応する職員削減率である。

　例えば，滋賀県は，すでに職員数の現状が（人口規模，あるいは人口規

模と面積の両面から見て，職員数が比較的少ないとして）高く評価されて

いる（表1の乖離率1では2位，乖離率IIでは4位である）ので，表3の

ように，標準削減率は0．58であって，全国の中で極めて低い。逆に，鹿児

島県は，職員数の現状に対する評価が低い（乖離率1でもIIでも45位）の

で，標準削減率は1．62であって，高い値である。すなわち，滋賀県は，今

回の計画削減率は0．3％であって低いが，今まで抑制に努めてきたので，そ

の0．3％は全国標準で見ると0．58％，あるいはO．68％に相当する。これに対

して，鹿児島県は，確かに今回の計画削減率は1．8％で高いが，現在の職員

数が多すぎるので，その削減率1．8％は全国標準では1．62％，あるいは1．46

％に相当する，ということになる。
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4．3　削減計画の評価　計画削減率の標準削減率からの乖離

　このように，標準削減率が求められれば，それによって削減計画を評価

することができる。例えば，滋賀県の場合には計画削減率は0．3％で最下位

（24位）であるが，削減率の乖離（計画削減率の標準削減率からの乖離）は，

表3のように，人口をべ一スとする場合には一〇．28，人［と面積の両者を

べ一スにする場合には一〇．38となり，順位も最ド位を脱して，21位となる。

これに対して，鹿児島県は，計画削減率そのものは1位であるが，削減率

の乖離からみると，9位及び8位となり，順位がドがる。

　以上のように，職員数の現状を考慮した場合の計画削減率の評価は，削

減率の乖離（計画削減率の標準削減率からの乖離）によってなされる。こ

れによると，人口をべ一スとする場合には，1位長崎県，2位愛媛県，3

位静岡県，4位福岡県，5位長野県となり，人口と面積の両者をべ一スと

する場合には，1位長野県，2位愛媛県，3位静岡県，4位長崎県，5位

福岡県となる。

　逆に，下位から見ると，人口をべ一スとする場合には，24位愛知県，23

位大分県，22位千葉県，21位山口県，20位広島県となり，人口と面積の両

者をべ一スにする場合には，24位愛知県，23位千葉県，22位大分県，21位

滋賀県，20位山口県となる。

5．おわりに

　本稿の目的は，平成9年度のデータにもとついて，都道府県職員数の現

状とその削減計画を示し，その現状及び削減計画に対する一つの評価方法

を提示することである。その主要な結果は次の通りである。

　①人口規模（1説明変数），あるいは人口規模と面積の両者（2説明変数）

　　と，人口当たり職員数（普通会計の一般行政職職員数）との間には極

　　めて密接な関係（有意水準0．01で十分有意な関係）が認められる。
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②この関係より，各都道府県の人口規模，あるいは人口規模と面積の両

　者に対応する「標準職員数」を求めることができる。

③職員数の乖離率（現実の職員数の「標準職員数」からの乖離率）によ

　って，職員数の現状を人口規模の観点から，あるいは人口規模と面積

　の観点から，都道府県間の相対的な関係として評価することが出来る。

　平成9年度については，北海道と東京都を例外として除いて，人口規

　模の観点からみると，奈良県，滋賀県，京都府，香川県，群馬県の評

　価が高く，逆に，鹿児島県，高知県，新潟県，青森県，愛知県の評価

　が低い。また，人口規模と面積の両面から見ると，奈良県，京都府，

　滋賀県，岐阜県，群馬県の評価が高く，逆に，高知県，鹿児島県，愛

　知県，大阪府，青森県の評価が低い。

④職員数の乖離率と計画削減率の間には有意水準0．025あるいは0．05で

　有意な関係が認められる。

⑤この関係より，職員数の乖離率に対応する「標準削減率」を求めるこ

　とが出来る。

⑥計画削減率の「標準削減率」からの乖離を尺度とすることによって，

　職員数の現状を考慮しながら，職員数削減計画を評価することができ

　る。それによると，現在，計画削減率が数値で示されている24都道府

　県については，人口をべ一スとする場合には，1位長崎県，2位愛媛

　県，3位静岡県，4位福岡県，5位長野県となり，人口と面積の両者

　をべ一スとする場合には，1位長野県，2位愛媛渠，3位静岡県，4

　位長崎県，5位福岡県となる。

　最後に2点付け加える。第1にサービスの評価，とくに数値化について。

本稿では，計画削減率が明示されている都道府県が半数程度にすぎず，そ

の意味でサンプル数の制約は避けられず，その他にも，はじめに述べた制

約のもとでの試みである。しかしながら，このような「数値による評価」

の試みは重要である。評価方法が試行錯誤によって深められることによっ
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て，公共サービスの評価，あるいは広く「サービスの生産1生」を明らかに

する課題も深化するものと考える。そして，この課題の重要性1よ今後サ

ー ビス経済化の進展とともに益々高まっていくものと思われる。

　第2に，適正な都市規模の問題との関連について。E記の「サービスの

評価」の問題は，適正な都市規模を明らかにする際にも避けて通れない問

題である。というのは，適正な都市規模を行財政の観点から求めるときに

は，行政サービスのコストだけでなく，行政サービスの便益が都市規模と

どのような関係を有するかを明らかにする必要がある。そのためには，行

政サービスの便益を評価することがまず求められる。これに関連する拙稿

を参考文献に付加しておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1998．11．15）

　　　　　　　　　　　拙　稿　参　考　文　献

［1］「市町村合併の財政への効果」『山口経済学雑誌』第46巻第6号，1～32

　　頁，1998年。

［2］「都市財政からみた最適都市規模」，『計画行政』（計画行政学会）

［3］「都市の人口規模と歳入」，『山口経済学雑誌』第46巻第5号，1～18頁，1998

　　年。

［4］「歳出からみた最適都市規模」，『山口経済学雑誌』第46巻第4号，1～26

　　頁，1998年。

［5］「市区町村の人口規模と人件費」，『計画行政』（計画行政学会）第21巻第2

　　号，79～86頁，1998年。

［6］「広域行政合併とその人件費への効果」，『山口経済学雑誌」第45巻第6号，

　　1－一　20頁，1997年。

［7］「広域行政合併とその職員数への効果」，『山口経済学雑誌』第45巻第3号，

　　1～29頁，1997年。

［8］「都市規模と都市の職員数」，『地域経済研究』（広島大学地域経済研究セン

　　ター）第8号，41～66頁，1997年。


